
 

魅力ある職場づくり推進奨励金支給要綱  

 

令和４年 10 月 25 日４東し企雇第 3415 号  

改正 令和５年４月１日４東し企雇第 6080 号 

改正 令和５年６月 21 日５東し企雇第 1088 号 

改正 令和５年９月 13 日５東し企雇第 2225 号 

改正 令和６年４月 12 日６東し企雇第 97 号 

 

 

（目 的）  

第１条 魅力ある職場づくり推進奨励金（以下「奨励金」という。）は、都内中

小企業等に対し、職場環境の改善や人材育成、結婚から子育てまでのライフ

ステージの支援、賃金の引上げなどの制度構築や取組を支援することにより、

従業員のエンゲージメント向上に向けた職場環境づくりの推進を目的とする。 

 

（通 則）  

第２条 公益財団法人東京しごと財団（以下「財団」という。）が実施する魅力

ある職場づくり推進奨励金の支給については、エンゲージメント向上に向け

た職場環境づくり推進事業実施要綱（令和４年 10 月４日付４産労雇労第 1029

号）（以下「実施要綱」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。  

 

（定 義）  

第３条 この要綱における定義は、次の各号に定めるところによる。  

（１） 企業等とは、会社法 (平成 17 年法律第 86 号)第２条第１号に定める「会

社」、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成 17 年法律

第 87 号)第３条第２号に定める特例有限会社及び一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）第 22 条又は第 163 条の規

定により成立した法人等のほか、別途支給要領に定める法人等をいう。  

（２）「中小企業等」とは、事前エントリー日および企業情報の登録日時点で常

時雇用する労働者の数が３００人以下の企業等をいう。  

（３）エンゲージメントとは、仕事へのやりがい・働きがいを感じる中で、組

織や仕事に主体的に貢献する意欲や姿勢を示す概念のことをいう。  

（４） 職場環境の改善や人材育成、結婚から子育てまでのライフステージの支

援、賃金の引上げなどの制度構築や取組とは、柔軟な働き方の実現や多様



 

なキャリア形成、スキル取得、仕事と生活の両立に向けた支援による従業

員のエンゲージメント向上に向け、目標及び取組内容を定め、制度を導入

し、又は、賃金の引上げなどについて取り組むことをいう。  

（５）制度とは、別表１に掲げる導入する制度をいう。  

 

（奨励対象事業者の要件） 

第４条 この要綱において、奨励の対象とする事業者（以下「奨励対象事業

者」という。）は、中小企業等であって、次の各号を全て満たしているものと  

する。  

（１）都内で事業を営んでいること。  

（２）都内に勤務する常時雇用する労働者を１名以上、かつ、６か月以上継続

して雇用していること。  

（３）就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること。  

（４）東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱（平成 31 年３月 19 日付

30 総行革監第 91 号）に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は

東京都が設立した法人でないこと。  

（５）過去に国・都道府県・区市町村等の助成事業において、不正受給による

不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。  

（６）過去５年間に重大な法令違反等がないこと。  

（７）労働関係法令について、次のアからオまでを満たしていること。  

ア 労働者に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額（地域別、特

定（産業別）最低賃金額）を上回っていること。  

イ  固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反して

いないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超

過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給され

ていること。  

ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労

働に関する協定（ 36 協定）」を締結し、全労働者に対し、協定で定める

上限時間を超える時間外労働をさせていないこと。  

エ  年次有給休暇について年５日を取得させる義務に違反していないこ

と。 

オ  その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること。 

（８）厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止する

ための措置を取っていること。  

（９）都税の未納がないこと。  



 

（10）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風

俗関連特殊営業、同条第１３項に規定する接客業務受託営業及びこれらに

類する事業を行っていないこと。  

（11）暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号）第

２条第３号に規定する暴力団員及び同条４号に規定する暴力団関係者をい

う。）、暴力団（同条第２号に規定する暴力団をいう。）及び法人その他の団

体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が暴力団員等

に該当する者でないこと。  

２ 前項の規定にかかわらず、財団理事長（以下「理事長」という。）が適当で

ないと認める場合は奨励対象事業者から除外することができる。  

 

（奨励金対象事業及び奨励金支給要件）  

第５条 奨励金対象事業は別表１のとおりとする。奨励金は、奨励対象事

業者が、別表１に掲げる奨励対象事業について２つ以上の取組を行った場合

に、予算の範囲内において支給する。  

 

（奨励額）  

第６条 奨励金の支給額は、一奨励対象事業者に対し 130 万円を上限とする。

なお、奨励額は別表１に掲げる①から⑨までは一制度当たり 10 万円とし、最

大 40 万円とする。⑩から⑭までは一制度当たり 10 万円とし、最大 30 万円

とする。⑮は一人当たり６万円とし、最大 60 万円とする。  

 

（奨励対象期間）  

第７条 奨励金の対象期間は、別途募集要項で定める期限までに事前エントリ

ーを行った奨励対象事業者が実施する奨励金対象事業が完了するまで、又は

東京都の出えん金により財団が創設した基金の予算の全額が執行された日の

いずれか早い時点までとする。  

 

（事前エントリーへの応募と選考）  

第８条 奨励金の支給申請を行おうとする企業等は、事前エントリーを行わな

ければならない。なお、事前エントリーは企業等を単位とする。  

２ 理事長は、前項の規定により企業等から事前エントリーがあった場合は、選

考のうえ、次の各号のとおり選考結果をメールにより通知する。  

（１）  各回の事前エントリーの受付期間終了日から概ね５営業日以内に事前



 

エントリー選考結果通知メールにより、事前エントリーを行った企業等に

通知する。  

（２）  事前エントリー企業数が各回の募集企業数を上回った場合は、受付期

間終了後に抽選を行い、受付期間終了日から概ね５営業日以内に事前エン

トリー当落結果通知メールにより、事前エントリーを行った企業等に通知

する。  

３ 事前エントリーは、一企業等あたり１回限りとする。ただし、事前エントリ

ーの抽選の結果、当選できなかった企業等は次回以降の回に事前エントリー

を行うことができる。また、本要綱第 14 条に定める場合については、この限

りではない。各回の事前エントリーの受付期間等は別途募集要項で定める。  

 

（企業情報の登録（申請要件等確認書類の提出）と審査）  

第９条 前条により、事前エントリーの選考を通過した企業等（以下「エント

リー通過事業者」という。）は、別途募集要項で定める期限までに、企業情報

の登録申込書（様式第１号）及び同申込書に記載の書類、誓約書（様式第２

号）、事業所一覧（様式第３号）、同意書（様式第４号）を全て揃えて、理事

長へ提出しなければならない。  

２  理事長は、前項の規定によりエントリー通過事業者から企業情報の登録が

あった場合は、その内容を審査の上、次の各号のとおり要件審査の通過決定

通知又は要件審査の通過不決定通知を行う。なお、財団が行う企業情報の登

録における審査とは、別途募集要項で定める奨励対象事業者要件（別表１）

の確認及び必要書類一覧（別表２）その他の確認行為をいう。  

（１）  審査の上、適当と認められるときは、速やかに要件審査の通過決定を行

い、当該事業者（以下「要件審査通過事業者」という。）にメールにより

通知する。  

（２）  審査の上、適当と認められないときは、速やかに要件審査の通過不決定

を行い、当該事業者にメールにより通知する。  

３  当該提出書類および提出方法、提出期限は別途募集要項に定める。   

 

（要件審査通過事業者の企業情報の変更）  

第 10 条 要件審査通過事業者が、前条により登録した要件審査通過事業者の

名称、所在地、代表者、就業規則、その他社内規程、申請連絡先又は事業所

一覧を変更する場合は要件審査通過事業者の企業情報変更届出書（様式第５

号）を提出しなければならない。  

 



 

（専門家派遣の実施）  

第 11 条 第９条第２項第１号により、要件審査の通過決定通知メールを受け

取った要件審査通過事業者は、財団が実施する専門家派遣を必ず２回受けな

ければならない。  

２  当該派遣の実施方法及び実施期限は、別途募集要項に定める。   

 

（奨励金対象事業の登録（取組目標の設定））  

第 12 条 要件審査通過事業者は、専門家派遣の終了後、別表１に掲げる奨励金

対象事業から実施する取組及び取組目標を登録期限内で事前に登録し、対象

事業を取り組まなければならない。  

２ 要件審査通過事業者は、前項により登録した奨励金対象事業について、や

むを得ない事情が生じた場合、一度に限り変更を可能とする。その際、奨励

金対象事業登録内容変更届出書（様式第６号）を提出しなければならない。

ただし、取組期限後又は支給申請後の登録変更は認めない。  

３ 当該奨励金対象事業の登録方法、登録期限及び取組期限は、別途募集要項

に定める。  

 

（債権譲渡の禁止）  

第 13 条 要件審査通過事業者は、第８条に基づく事前エントリーの選考の通

過によって生じる権利の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は継承させて

はならない。  

 

（事前エントリーの撤回）  

第 14 条 エントリー通過事業者は、事前エントリー通過後に本奨励金の事前

エントリーの撤回をしようとするときは、遅滞なく事前エントリー撤回届出

書（様式第７号）を理事長に提出しなければならない。  

２  エントリー通過事業者が、事前エントリーの撤回を届け出ることができる

期間は、事前エントリー選考結果通知メール又は事前エントリー当落結果通

知メールを受け取った時から第 11 条に規定する専門家派遣の実施前までと

する。  

３  エントリー通過事業者から前項の期間中に、事前エントリーの撤回があっ

た場合は、当該事前エントリーはなかったものとみなす。  

 

（専門家派遣及び奨励金対象事業の中止）  

第 15 条 要件審査通過事業者は、専門家派遣の中止及び第 12 条により登録し



 

た奨励金対象事業及び取組目標に登録した全ての取組を中止する場合又は奨

励対象事業取組期限までに取組をしない場合は、速やかに財団に連絡し、専

門家派遣及び奨励金対象事業中止届出書（様式第８号）を提出しなければな

らない。  

２ 前項により、専門家派遣及び奨励金対象事業を中止した場合、中止の理由

にかかわらず、本奨励金の再エントリーはできないものとする。  

 

（支給申請（取組の報告））  

第 16 条 要件審査通過事業者は、奨励金対象事業の取組期限までに取組を終

了したときは、支給申請書（様式第９－１号。以下「支給申請書」という。）、

奨励金対象事業の取組状況（様式第９－２号）、誓約書（様式第 10 号）、同意

書（様式第 11 号）を作成し、理事長に提出しなければならない。  

２ 賃金の引上げを実施した要件審査通過事業者は、前項で定める提出書類に

加えて、賃金支払実績確認表に係る誓約書および賃金支払実績確認表（様式

第９－３号、第９－４号、第９－５号又は第９－６号各号表裏面）を取組内

容に応じて理事長に提出しなければならない。  

３ 当該支給申請にあたっての提出書類及び提出方法、提出期限は、別途募集

要項に定める。  

４ 支給申請日時点では、第３条（２）により定義した「中小企業等」の常時

雇用する労働者数が３００人以下の要件は問わない。  

  

（支給申請の撤回）  

第 17 条 要件審査通過事業者は、支給申請後に本奨励金の支給申請を撤回し

ようとするときは、遅滞なく魅力ある職場づくり推進奨励金支給申請撤回届

出書（様式第 12 号）を理事長に提出しなければならない。  

２  要件審査通過事業者が、支給申請の撤回をすることができる期間は、第 16

条の規定による支給申請から第 19 条の規定による奨励金支給決定の通知受

領後 14 日以内とする。 

３  要件審査通過事業者から支給申請の撤回があった場合は、当該支給申請が

なかったものとみなす。  

４  支給申請の撤回は、奨励金対象事業取組後の申請行為のみを撤回するもの

であり、これ以前の取組には遡及せず、奨励金対象事業の取組、専門家派遣

及び事前エントリーを再度実施することはできない。  

 

 



 

（調査等）  

第 18 条 理事長は、要件審査通過事業者に対し、奨励金支給に関する調査を行

い、又は報告を求めることができる。  

 

（支給決定兼支給額の確定）  

第 19 条 理事長は、第 16 条により支給申請書の提出を受けた場合は、当該報

告に係る奨励事業の取組結果が、第 12 条で登録した奨励金対象事業の内容

及びこれに付した条件等に適合するものであるかを審査し、必要に応じて現

地調査等を行い、次のとおり支給決定兼支給額の確定又は不支給決定を行う。 

（１）審査の上、適合すると認められるときは、支給すべき奨励金の額を確定

し、支給決定兼支給額の確定通知書（様式第 13－１号）により、当該要件審

査通過事業者（以下「支給決定事業者」という。）に速やかに通知する。  

（２）審査の上、適合すると認められないときは、不支給決定通知書（様式第

13－２号）により、当該要件審査通過事業者に速やかに通知する。  

 

（奨励金の経理等）  

第 20 条 支給決定事業者は、事業に係る経理について収支の事実を明らかに

した証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を支給額の確定のあった日の属

する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。  

 

（是正のための措置）  

第 21 条 理事長は、第 18 条の調査等により、奨励金対象事業の成果等がこの

支給要綱の内容や募集要項に付した条件等に適合しない事実が明らかになっ

た場合には、これに適合させるために必要な措置を命ずることができる。  

 

（奨励金の支払）  

第 22 条 支給決定事業者は、第 19 条第１項第１号により奨励金の支給決定兼

支給額の確定の通知を受けた場合において、奨励金の支払を受けようとする

ときは、奨励金請求書兼口座振替依頼書（様式第 14 号）を理事長に提出しな

ければならない。  

２ 理事長は、前項により奨励金の支払の請求があった場合は、その内容を審

査し、適当と認めたときは、速やかに支払うものとする。  

３ 奨励金は確定払いとする。  

 

 



 

（支給決定の取消し）  

第 23 条 理事長は、支給決定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

奨励金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。なお、不正の内

容、申請者及びこれに協力した関係者等について公表を行うことがある。  

（１）偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき、又は受けよう

としたとき。  

（２）奨励金の支給決定の内容その他法令又は法令に基づく命令等に違反した

とき。  

（３）廃業及び倒産等により奨励金対象事業の取組が客観的に不可能となった

とき。  

（４）支給決定事業者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用

人その他の労働者若しくは構成員を含む。）が、第４条第１項第 10 号又は

第 11 号に該当するに至ったとき。  

（５）申請の要件に該当しない事実が判明したとき。  

（６）その他の奨励金の支給の決定の内容もしくはこれに付した条件又はその

他法令もしくはこの要綱等に基づく命令又は理事長の指示に違反したと

き。  

 

（奨励金の返還）  

第 24 条 理事長は、前条により奨励金の支給決定の全部又は一部を取り消し

た場合において、奨励金対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支給

決定事業者に奨励金が支払われているときは、期限を付してその返還を命じ

ることができる。  

２ 前項の奨励金の返還期限は、当該返還を命令された日から起算して 20 日

以内とし、返還に係る手続は、所定の納付書によりその期日及び場所を指定

して行う。  

 

（違約加算金及び延滞金の納付）  

第 25条 理事長が第 23条により奨励金の支給決定を取り消した場合において、

前条の規定により奨励金の返還を命じたときは、支給決定事業者は、当該命

令にかかる奨励金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該奨励金

の額（一部を納付した場合におけるその後の期間については、既返還額を控

除した額）につき、年 10.95 パーセントの割合で計算した違約加算金（ 100 円

未満の場合を除く。）を納付しなければならない。  

２ 理事長が奨励金の返還を命じた場合において、支給決定事業者が定められ



 

た納期日までにこれを納付しなかったときは、支給決定事業者は、納期日の

翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年 10.95 パーセ

ントの割合で計算した延滞金（ 100 円未満の場合を除く。）を納付しなければ

ならない。  

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間については 365

日の割合とする。  

 

（違約加算金の基礎となる額の計算）  

第 26 条 前条第１項により違約加算金の納付を命じた場合において、支給決

定事業者の納付した金額が返還を命じた奨励金の額に達するまでは、その納

付金額は、まず当該返還を命じた奨励金の額に充てる。  

 

（延滞金の基礎となる額の計算）  

第 27 条 第 25 条第２項により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命

じた奨励金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の

期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によ

るものとする。  

 

（各種補助金等との併給調整）  

第 28 条  理事長は、支給決定事業者が奨励金の支給事由と同一の事由により

支給要件を満たすこととなる各種補助金等のうち、国、都又は区市町村が実

施するもの（国、都又は区市町村が他の団体等に委託して実施するものを含

む。）を受給する又は受給した場合は、本奨励金は支給しないものとする。  

 

（非常災害等の場合の措置）  

第 29 条 非常災害等による被害を受け、事業の遂行が困難となった場合の要

件審査通過事業者の措置については、理事長が指示するところによる。  

 

（株式会社グラファーが提供する電子情報処理組織（以下、「 Graffer スマート

申請」という。）による申請等）  

第 30 条 次の号に掲げる奨励金に係る手続き及び事務については、Graffer ス

マート申請を使用する方法により行う。  

（１）  第８条の規定に基づく奨励金の事前エントリーへの応募  

（２）  第９条の規定に基づく奨励金の企業情報の登録  

（３）  第 10 条の規定に基づく奨励金の要件審査通過事業者の企業情報の変更  



 

（４）  第 11 条の規定に基づく奨励金の専門家派遣の希望日程登録及び専門家

と相談の終了報告  

（５）  第 12 条の規定に基づく奨励金の奨励金対象事業の登録  

（６）  第 14 条の規定に基づく奨励金の事前エントリーの撤回  

（７）  第 15 条の規定に基づく奨励金の専門家派遣及び奨励金対象事業の中止  

（８）  第 16 条の規定に基づく奨励金の支給申請  

（９）  第 17 条の規定に基づく奨励金の支給申請の撤回 

２ Graffer スマート申請を使用する方法その他当該手続き等において定めの

ない事項については、理事長が指示するところによる。  

 

（その他）  

第 31 条 奨励金の支給に関するその他必要な事項は、理事長が別に定める。  

 

第 32 条 奨励金の支給については、奨励金の事前エントリーを行った年度の

要綱及び要領に基づき実施するものとする。  

 

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和４年 10 月 25 日から施行する。  

  附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和５年４月 21 日から施行する。  

    附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和５年６月 28 日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱の施行の際に、現にこの要綱による改正前の「魅力ある職場づく

り推進奨励金支給要綱」の規定により実施している奨励事業についても、適用

する。ただし、令和５年度の要件審査通過事業者に限る。  

  附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和５年９月 15 日から施行する。  

  附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和６年４月１９日から施行する。  



 

企業情報の登録時に提出  

 

 

No 

 

提出書類  

〇：必須提出、△：状況により必須提出  

電

子

・

郵

送  

法

人 

個

人

事

業

主 

 

１ 企業情報の登録申込書（様式第１号）  

電

子  

 

〇 

 

〇 

 

２ 

 

誓約書（様式第２号）  

電

子  

 

〇 

 

〇 

 

３ 

 

事業所一覧（様式第３号）  

電

子  

 

〇 

 

〇 

 

４ 

 

同意書（様式第４号）  

電

子  

 

〇 

 

〇 

 

５ 

 

雇用保険適用事業所設置届（事業主控）  

電

・

郵  

 

〇 

 

〇 

 

６ 

本社の設置届及びハローワークから発行された都内事

業所の雇用保険事業所非該当承認通知書又は本社所在

地を管轄する労働基準監督署から発行された労働保険

一括認可等通知書  
※都外に本社があり、都内に雇用保険適用事業所がない場合  

電

・

郵  

 

△ 

 

△ 

 

７ 

 

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知

用）1 名分  

電

・

郵  

 

〇 

 

〇 

 

８ 

 

労働契約書又は労働条件通知書（該当する企業のみ）  

電

・

郵  

 

△ 

 

△ 

 

９ 

企業情報の登録時点の直近の就業規則及びその他社内

規程 

電

・

郵  

 

〇 

 

〇 

 

10 

 

会社案内又は会社概要  

電

・

郵  

 

〇 

 

〇 

 

11 

 

商業・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）  
※個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃業届出書及び住民票記載

事項証明書  

電

・

郵  

 

〇 〇 

 

12 

水道光熱費の領収書又は賃貸借契約書等（該当する企業

のみ）  

電

・

郵  

 

△ 

 

△ 

 

13 

 

法人都民税・法人事業税の納税証明書  

電

・

郵  

 

〇  

 

14 

 

代表者の個人都民税（居住地分）  
※都外居住地の場合、事業所地分  

電

・

郵   

 

〇 

 

15 

 

個人事業税の納税証明書  

電

・

郵   

 

〇 



 

支給申請時に提出  

◆必ず提出するもの  

 

 

No 

 

提出書類  

〇：必須提出、△：状況により必須提出  

電

子

・

郵

送  

法

人 

個

人

事

業

主 

 

１ 支給申請書（様式第９－１号）  

電

子  

 

〇 

 

〇 

 

２ 

 

奨励金対象事業の取組状況（様式第９－２号）  

電

子  

 

〇 

 

〇 

 

３ 

 

誓約書（様式第 10 号） 

電

子  

 

〇 

 

〇 

 

４ 

 

同意書（様式第 11 号） 

電

子  

 

〇 

 

〇 

 

５ 

 

就業規則その他社内規程  

電

・

郵  

 

〇 

 

〇 

 

６ 

 

労使協定（都内事業所分全て）  

電

・

郵  

 

〇 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆賃金引上げの取組を実施した場合に提出  

 

 

No 

 

提出書類  

〇：必須提出、△：状況により必須提出  

電

子

・

郵

送  

法

人 

個

人

事

業

主 

 

１ 

 

賃金支払実績確認表に係る誓約書および賃金支払実績

確認表（様式第９－３号、第９－４号、第９－５号、第

９－６号各号表裏面）  

 

電

・

郵  

 

〇 

 

〇 

 

２ 

 

賃金台帳（引き上げ前３か月分と引き上げ後２か月）  

※歩合制を含む給与形態の場合は、引き上げ前 1 年分  

 

電

・

郵  

 

〇 

 

〇 

 

３ 

 

出勤簿（引き上げ前３か月分と引き上げ後２か月）  

※歩合制を含む給与形態の場合は、引き上げ前 1 年分  

 

電

・

郵  

 

〇 

 

〇 

４ 

 

取組前と取組後の労働契約書あるいは労働条件通知書

またはそれらに準ずる確認書類  

電

・

郵  

 

〇 

 

〇 

５ 賃金規程（就業規則の別規程として作成している場合） 

電

・

郵  〇 〇 

６ 

領収日付印のある給与所得・退職所得等の所得税徴収高

計算書  

電

・

郵  〇 〇 



 

支給決定を受けた後に提出  

 

 

No 

 

提出書類  

〇：必須提出、△：状況により必須提出  

電

子

・

郵

送  

法

人 

個

人

事

業

主 

 

１ 

 

奨励金請求書兼口座振替依頼書（様式第 14 号） 

郵

送  

 

〇 

 

〇 

 

２ 

印鑑登録証明書  

※発行日から３か月以内のもの  

郵

送  

 

〇 

 

〇 

３ 

 

上記 1で記載の金融機関等の口座番号等の情報がわかる

資料（通帳の写しなど）  

 

電  

・  

郵  △ △ 

 


